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原著

問題
　近年，一時保護所の運営指針として「一時保
護ガイドライン」が策定された（厚生労働省，
2018）。このガイドラインによれば，一時保護
所とは「子どもの安全を迅速に確保し，適切な
保護を図るため，又は子どもの心身の状況，そ
の置かれている環境その他の状況を把握する」
ことを目的とした施設であり，支援の大原則は
子どものケアであるとされている。このガイド
ラインが提示されて以降，一時保護所職員は子
どもが抱えるトラウマや愛着形成の問題に着目

し，問題題行動に対して受容的に関わること
で，子どもの適切な自己表現を引き出すように
努めることが強く求められるようになった。
　しかし，子どもの問題行動へと受容的に関わ
ることは容易ではない。全国の一時保護所を対
象にした実態調査によれば，職員の 9 割以上が
子どもの問題行動を受け止めることに苦慮して
おり（和田，2013），各一時保護所においては，
ケアの質に大きな格差が見られる現状が問題視
されている（厚生労働省，2017）。いま，一時
保護所においては，ケアの充実を図るために，
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【要　約】
近年，一時保護ガイドラインが提示され，職員の受容的な関わりを通して子どもをケアする

ことが支援の原則となった。しかし，一時保護所の特殊な実態を踏まえて体系化された実践的
な支援モデルは提示されておらず，これにより，ケアの質に地域格差がみられる状況が問題視
されている。そこで，本研究では一時保護所職員14名（平均年齢31.43±11.9 歳）にインタビュー
調査を行い，受容的な関わりを促進するプロセスをM-GTAで検討した。分析の結果，インタビ
ュー・データから34の概念，12のカテゴリー，4 のカテゴリー・グループが生成された。各カ
テゴリー及びカテゴリー・グループ間の関連について検討したところ，職員の受容的な関わり
は【子ども中心の関わり】のカテゴリー・グループに含まれる概念の 1 つであり，【子ども中心
の関わり】，【問題の理解と対応方法の検討】，【資源の活用と心理支援】，【支援効果を高める組
織運営】を経て受容的な関わりが促進し，子どもの肯定的な変化を促すプロセスが示された。職
員が子どもを支援の中心に置きながら子どもの肯定的な変化を促す「子ども中心の支援モデル」
が示されたと考えられる。今後，一時保護所における効果的な支援を検討するにあたっては，子
ども側・職員側・組織側の問題が相互に影響し合う状況があることを前提に置き，組織全体の
問題状況をアセスメントすること，そして，一時保護所における心理職の確保と活用が強く求
められる。
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支援の質を確保していくことが喫緊の課題とな
っている。
　こうした一時保護に関する問題への対応とし
て，令和 3 年度には「一時保護の手続き等の在
り方に関する検討会」が開かれた（厚生労働省，
2021）。この検討会では，支援の質を確保する
ための課題として，一時保護所の環境整備や支
援体制の充実が挙げられた。しかし，子どもに
対する支援については，専門職や指導級職員の
確保と育成を課題とする範囲で留まっており，
具体的にどのような実践が求められるのかとい
った，支援モデルの検討については言及されて
いない。
　一方，日本総合研究所（2023）は，一時保護
所における支援の現状と課題を鑑みて，子ども
が十分なケアを体験できるようにするために
は，一時保護所における支援の質を確保するこ
と，特に，一時保護所の特殊な実態を踏まえて
体系化された支援モデルが求められることに言
及している。
　以上のように，我が国の一時保護所の動向を
みると，支援の理想については一時保護ガイド
ラインの中で職員へと伝わっているが，その具
体的な実践方法については，未だ不明確な状況
が長年続いている。このため，一時保護所の各
職員においては，支援の理想を実際に実現させ
ていく過程で，具体的な支援方法がイメージで
きず，結果として，子どもへの関わり方や職員
間の連携，組織の体制や運営といった様々な支
援上の葛藤を抱え（髙橋，2007），一時保護ガ
イドラインで示される受容的な関わりが抑制さ
れる状況に至ることが推察される。職員は一時
保護所の特殊な状況の中で，どのように子ども
の問題行動へと受容的に関わるのか，その具体
的な支援モデルの構築は，社会的にも臨床的に
も大きな意義があると考えられる。
　一方，一時保護所の第三者評価に関する調査
研究においては，一時保護所における支援の全
体像を把握し，支援を検討するにあたっては，
相互に関連し合う三層構造からなるミクロ・メ
ゾ・マクロの視点が重要視されている（三菱
UFJリサーチ&コンサルティング株式会社，
2019）。ミクロとは子どもへの支援や職員の姿
勢・知識・スキルといった個人の特性や能力等

を表し，メゾとは職場の雰囲気や施設の文化と
いった個人を取り巻く環境を表す。そして，マ
クロとは，法制度や国の施策といった環境を取
り巻く仕組みを表している。ミクロの視点は子
どもへの支援が含まれており，職員による受容
的な関わりはミクロの視点に位置付けられると
考えられる。
　また，一時保護所における支援を検討するに
あたっては，子ども中心の視点が欠かせない。
近年，こども基本法が制定され，「こどもまんな
か社会」の実現を目指した取り組みが強く求め
られるようになった（子ども家庭庁，2023a）。
重大な権利侵害である児童虐待においては，令
和 4 年度に成立した改正児童福祉法の影響も相
まって，子どもの声を汲み取る支援の強化が喫
緊の課題となっており（厚生労働省，2022），児
童相談所一時保護所においても「子ども中心の
関わり」に着目した子ども中心の組織運営の重
要性が令和 5 年度全国児童相談所長会議の中で
報告されている（子ども家庭庁，2023b）。ミク
ロ・メゾ・マクロの視点を一時保護所における
子ども中心の観点から捉えるならば，三層の中
心に位置するのは子どもであり，子どもが受容
的な関わりを体験できるようになるためには，
子どもを取り巻く職員や組織へのアプローチも
欠かせない要因であると考えられる。
　実際，一時保護所における支援の課題を概観
すると，子ども・職員・組織の各要因が相互に
影響し合い，結果として，職員からの受容的な
関わりを子どもが体験しにくい状況が示唆され
ている。例えば，入所している子どもの約 3 割
で専門的なケアを要する水準のトラウマに関連
した症状（緒方，2014）と問題行動が見られ

（和田，2013），入所中の時間経過とともに行動
化が激しくなる状況が挙げられる（安部，
2007）。一時保護ガイドラインに示される通り，
職員は子どもの問題行動へと受容的に関わるこ
とが求められるが，トラウマを抱えた子どもの
挑発的な言動への対応は容易ではない。大人の
虐待的な反応を引き出す「虐待的人間関係の再
現性」により，対応する職員が怒りや傷つきに
巻き込まれ（西澤，2009），バーンアウトと管
理的な関わりの悪循環に陥ることも少なくない

（阪無・石村，2019a）。こうした職員の実務や
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精神衛生を支え，子どもへの支援の質を支える
役目は組織であるが，9 割の職員が専門性を高
めるカリキュラムを受けられず，8 割以上の職
員がスーパービジョン（以下，SV）を活用でき
ない一時保護所に配属されている（三菱UFJリ
サーチ&コンサルティング株式会社，2021）。
これらのことから，子どもが受容的な関わりを
体験する前提には，子ども・職員・組織の要因
が相互に影響し合う一時保護所の特殊な実態が
あると考えられる。そして，職員としては，子
どもの問題行動への対応と組織からの期待や要
求との間で心理的に葛藤しながら受容的に関わ
ることが推察される。子どもが十分なケアを体
験できるようにするためには，子ども・職員・
組織の要因が相互に影響し合う状況を支援の前
提に置くこと，そして，このような一時保護所
の特殊な実態を踏まえて体系化された支援モデ
ルが求められると考えられる。
　また，受容的な関わりを受けた子どもがケア
を体験するに至るプロセスについては，小学校
教 師 を 対 象 に し た 研 究 で は あ る か， 角 南

（2013）が修正版グラウンデット・セオリー・
アプローチ（以下，M-GTA）によって詳細な分
析を行っている。この研究では，子どもが肯定
的に変化するプロセスを扱っており，肯定的な
変化を「行動が適応的で肯定され得る方向に向
う場面全体の総体的な変化」と定義している。
一時保護所においては，生活場面や対応職員の
切り替わりが生じる場面が多分にあるほか，愛
着形成に課題のある子どもが少なくなく，安心
基地であるかどうかを試すかのように職員をみ

て行動を変える子どもの姿がある（日本総合研
究所，2023）。一時保護所においても子どもの
場面全体の総体的な変化を扱うことは重要と考
えられる。
　以上のことから，本研究では職員による子ど
もへの受容的な関わりを「子ども側・職員側・
組織側の各要因が相互に影響し合う状況を認識
し，より総体的な観点から子どもの気持ちを受
け入れ認めること，また，子どもが実際に気持
ちを受け止められたと感じられ，子どもが肯定
的に変化する関わり」と操作的に定義し，子ど
もの問題行動に対して職員の受容的な関わりが
促進されるプロセスを探索的に検討することを
目的に調査を行った。

方法
１．調査協力者
　2017年11月から2018年 6 月にかけて，首都
圏の一時保護所 7 施設に調査協力を依頼した。
調査協力者は，同意を得られた 1 施設の職員14
名（児童指導員 6 名，保育士 6 名，生活指導員
2 名，平均年齢31.43±11.9 歳，平均勤務年数
5 .14± 6 .3 年）であった（Table 1 ）。

２．調査方法
　調査協力を依頼するにあたって，事前に東京
成徳大学大学院研究倫理委員会の審査を受けた

（承認番号：16-23-1 ）。その後，施設長，保護課
長，調査協力者に対して，本研究の目的，概要，
倫理的配慮等を口頭・書面で説明し，調査協力
に同意を求めた。

A 1 H 2

B 22 I 1

C 3 J 1
D 6 K 2

E 3 L 1

F 1 M 14

G 2 N 13

Table １
職員の属性
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　同意を得られた上記の調査協力者14名に対
して半構造化面接を行った。面接は調査協力者
が所属する施設内の面接室を使用し，1 人当た
り60分程度行った。インタビュー内容の記録
は，調査協力者の承諾を得た上で，ICレコーダ
ーを用いて行った。

３．調査内容
　本研究では，子どもの問題行動に対して職員
の受容的な関わりが促進されるプロセスを検討
することを目的に，Table 2 のインタビューガ
イドを作成した。インタビューガイドの各質問
項目は，本研究の目的に従い，子ども側・職員
側・組織側の各要因が相互に影響し合う状況の
中で，職員はどのように受容的に関わり，子ど
もの肯定的な変化を導いているのかを想定して

設定した。

４．分析方法
　インタビューから得られた逐語データを分析
し，子ども側・職員側・組織側の各要因が相互
に影響し合う状況下で職員が子どもへと受容的
に関わるプロセスを検討するために，修正版グ
ラウンデット・セオリー・アプローチ（以下，
M-GTA）による分析を行った。M-GTAは生成
された理論を実践現場に還元することを重視し
ており，プロセス的な性格をもつ現象を検討す
る研究に適しているとされることから（木下，
2003），本研究の目的に適していると判断した。
　データに密着した分析を進めるために，分析
テーマは「問題行動を示す子どもに対して職員
の受容的な関わりが促進されるプロセス」と設

Table ２
インタビューガイドの内容
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定し，分析焦点者は子ども側・職員側・組織側
の各要因が相互に影響し合う状況下で問題行動
を示す子どもへと関わる「一時保護所職員」と
した。
　なお，木下（2007）は分析焦点者の設定に関
する懸念点を挙げている。具体的には，支援者
の働きかけによって相談者がどのような変化を
体験したのかについては，支援者を対象にした
インタビューでは正確に捉え切れず，分析がよ
り複雑化することである。このため，木下

（2007）が紹介する研究事例では，支援者と相
談者の相互作用を分析対象とせずに，働きかけ
を行う支援者のみを分析焦点者として設定して
い る。 以 上 の こ と か ら， 本 研 究 で は 木 下

（2007）に従い，子どもの問題行動や肯定的な
変化の具体的内容までは分析の対象として扱わ
ず，一時保護所職員を分析焦点者として設定し
た。

５．分析手続き
　木下（2003）の分析方法に従い，以下 4 つの
STEPで分析を行った。
　STEP 1 では，分析テーマと分析焦点者に照
らしながら，インタビューデータの関連個所に
着目し，文脈を損なわないように区切って具体
例の抽出を行った。
　抽出した具体例は分析ワークシートに記入
し，関連する具体例がある程度出そろったとこ
ろで概念名，定義を生成した。他のデータから
定義に該当する具体例を追加する際は，その度
に定義や概念名の妥当性を吟味し，必要に応じ
て修正を行った。作業中の気づきや疑問等は分
析ワークシート内の理論的メモ欄に記入し，分
析に活用した。
　なお，木下（2007）は具体例が豊富に出てこ
ない場合，その概念は有効ではないことを述べ
てる。このため，本研究では事例数が少ない概
念については他の概念との統合や削除，新たな
調査協力者の追加を検討した。さらに，概念を
生成する際には，その度に類似及び対極の事例
を確認し，概念の統合を検討した。
　STEP 2 では，生成した概念をカテゴリーへ
と統合し，各カテゴリー間の関係から上位のカ
テゴリー・グループに統合した。

　STEP 3 では，各カテゴリー及びカテゴリ
ー・グループ間の関係性を検討し，関係図を作
成した。
　STEP 4 では，研究協力者 3 名に最終的な概
念リストとモデル図を確認してもらい，フィー
ドバックに基づき分析内容の検討と修正を繰り
返した。
　なお，分析者の恣意的な解釈を排除し，一貫
して受容的な関わりに焦点を当てた分析を行う
ために，臨床心理学やM-GTAの分析に精通し，
一時保護所に詳しい大学教員 1 名により，概念
生成から関係図の作成に至るまで計 5 回のSV
を受けた。
　12人目の分析を終えた時点で概念生成は終
了した。13人目，14人目の 2 事例を加えても結
果図が変化しなかったことから，カテゴリーや
カテゴリー間の関係において，新た追加すべき
カテゴリー・レベルでの欠落がないところまで
に網羅された状態と捉え，理論的飽和と判断し
た。

結果
　分析過程で生成された概念総数は121，具体
例の総数は1089に上った。最終的な概念数は
34にまとまり，概念のまとまりから12のカテ
ゴリーと 4 のカテゴリー・グループが生成され
た（Table 3 ）。その後，各カテゴリーの関連か
ら関係図を生成した（Figure 1 ）。
　各カテゴリーの関連から生成された問題行動
を示す子どもに対して職員の受容的な関わりが
促進されるプロセスについて（Figure 1 ），以
下，カテゴリー・グループを【 】，カテゴリー
を《 》，概念を〈 〉で示し，ストーリーライン
に沿って記述する。
　なお，本研究では子どもの問題行動や肯定的
な変化の具体的内容は分析対象として扱ってい
ないが，職員の受容的な関わりが促進されるプ
ロセスを視覚的に理解し易くするために，
Figure 1 では「子どもの問題行動」と「子ども
の肯定的な変化」を示した。また，生成された
カテゴリー・グループは【子ども中心の関わ
り】，【問題の理解と対応方法の検討】，【資源の
効果的な活用】，【支援効果を高める組織運営】
であり，職員が問題行動を示す子どもへと受容
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NNoo nn== 1144

1 13

2 13

3 9

4 6

5 14

6 12

7 13

8 13

9 11

10 9

(B)

(F)

(K)

(M)

(A)

(M)

Y

(D)

(I)

(A) PTSD
S

R
(D)

(J)

(L)

(G)

(J)

H

(F)
K

(I)

(B)

H
(M)

(B)

(N)

Table ３
M-GTAにより生成されたカテゴリー，概念一覧
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Table ３
M-GTAにより生成されたカテゴリー，概念一覧（続き）

NNoo nn== 1144

11 10

12 8

13 7

14 14

15 12

16 10

17 14

18 14

19 11

20 13

21 12

22 11

(C)

(E)

(D)

(J)

(I)

(M)

(C) SOS

(D)

(H)

(I)

(A)

(D)

(H)

(K)

M

(L)

(H)

(H)

(D)

(H)

(G)

(N)

(D)

(M)

(E)
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Table ３
M-GTAにより生成されたカテゴリー，概念一覧（続き）

NNoo nn== 1144

23 10

24 8

25 8

26 10

27 5

28 11

29 10

30 12

31 11

32 14

33 13

34 11(D)

(N)

(B)

2 3
(F)

(I)

(N)

(B)

(E)

(A)

(D)

1 3 2
N R Y J

(D)

(E)

(C)

(E)

(F)

(H)

DNA
(D)

(H)

(B) S

(D)

(F)

K

(C)

(A)

(N)
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的に関わり，子どもの肯定的な変化を引き出す
プロセスは，この順に進展することが想定され
た。カテゴリー間の段階性を示すために，
Figure 1 の各カテゴリー・グループ内に移行の
段階を示すSTEP 1 からSTEP 4 を記載した。

１．子ども中心の関わり
　職員が問題解決や自己成長に至るプロセスの
主体を子どもに置き，5 つの関わりを用いて

「子どもの肯定的な変化」を引き出す段階を表
すカテゴリーである。

Figure １　 問題行動を示す子どもに対して職員の受容的な関わりが促進されるプロセス
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　まず，1 つ目の関わりは《解決的な関わり》
であった。職員は問題発生後，初期動作として

〈毅然とした態度〉，〈予防的な対応〉，〈指導的な
問題解決〉，〈自立への配慮〉を行い，問題への
気づき，予防，解決を促していた。
　2 つ目の関わりは《援助的な関わり》であっ
た。《解決的な関わり》を受けて問題の理解が深
まった子どもに対して〈個別性への配慮〉を念
頭におきながら〈積極的な安心基地〉であるこ
とを子どもに伝え，子どもの自己表現を促す関
係性を築いていた。
　3 つ目の関わりは《受容的な関わり》であっ
た。《援助的な関わり》を受けることで自身の思
いや考えを表現した子どもに対して，心理支援
としての〈気持ちへの介入〉，〈問題行動への共
感〉，〈積極的な受容〉，〈意味づけの修正〉を行
い，子どもが十分に表現しきれない気持ちや考
えを認め，受け入れていた。
　4 つ目の関わりは《教育的な関わり》であっ
た。《援助的な関わり》を受けることで自身の思
いや考えを表現した子どもに対して，教育的支
援として〈自己表現の方法〉，〈理解と対処の方
法〉，〈内省の方法〉を教え，子どもがより望ま
しい形で自己表現ができるように支えていた。
　5 つ目は《成長促進的な関わり》であった。

《受容的な関わり》や《教育的な関わり》を受け
て自身の思いや課題への理解が深まった子ども
に対して，職員は子どもの健全な〈発達の保障〉
を意図して積極的に〈成長への動機づけ〉を行
っていた。また，子どもが成長する姿に気づき，

〈成長感の承認〉を行いながら「子どもの肯定的
な変化」を引き出していた。

２．問題の理解と対応方法の検討
　職員が虐待の影響に着目した関わり方を検討
する段階を表すカテゴリーである。
　前段階の【子ども中心の関わり】を経た職員
は，子どもとの関わりを通して虐待を受けた子
どもに〈特徴的な言動〉，〈特徴的な考え方・感
じ方〉，ストレスに対する〈特徴的な対処方法〉
等の《虐待の影響に気づく》を得ていた。そし
て，虐待の影響に気づいた職員は，子どもの特
徴に合わせて〈伝え方の検討〉，〈伝わる内容の
検討〉，〈関わりの効果の検討〉等の《効果的な

関わり方の検討》を行っていた。職員はこれら
の【問題の理解と対応方法の検討】を行うこと
で，【子ども中心の関わり】を行う頻度や質を高
めていた。

３．資源の活用と心理支援
　職員が子どもの肯定的な変化に有用な資源を
活用し，また，職員個人の心理的な回復がみら
れるようになる段階を表すカテゴリーである。
　前段階の【問題の理解と対応方法の検討】を
経た職員は，子どもの支援ニーズに応えられる
ように，支援者としての〈理念や魅力の活用〉，

〈知識や技術の活用〉，子どもを取り巻く周囲の
〈人的な資源の活用〉等の《資源の効果的な活
用》を行っていた。
　また，虐待を受けた子どもに見られる特徴的
な行動によって，職員自身が傷ついている場合
もある。そのため，職員は子どもに〈寄り添う
態度の回復〉や〈不全感の予防と解消〉等の《心
理的なケアと予防》に努めていた。
　職員はこれらの【資源の活用と心理支援】を
行うことで，【子ども中心の関わり】を行う抵抗
感を下げるとともに，行う頻度を高めていた。

４．支援効果を高める組織運営
　職員が組織のサポートを受けることで，各プ
ロセスが効果的に進展する段階を表すカテゴリ
ーである。
　一時保護所は子どもの頻繁な入退所や職員の
交代制勤務・人事異動などが生じる場であり，
効果的な支援が恒常的に続くような組織づくり
が求められている（日本総合研究所，2023）。こ
のため，前段階の【資源の活用と心理支援】を
経た職員は，子どもと職員の双方がケアと成長
を体験できる機会を恒常的に保障していくため
に，次のような取り組みを行っていた。
　まずは《権利擁護に基づく支援》である。一
時保護所における支援の大原則は子どものケア
であり，ケアの方法をアセスメントしながら権
利保障に努めることが求められている（厚生労
働省，2018）。このため，職員は子どもに対す
る〈ケア・アセスメント〉と〈権利擁護の取り
組み〉等に力を入れていた。
　次は《支援モデルの共有》である。一時保護
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所は子どものケアとアセスメントの機能を最大
化していくために，職員間の綿密な連携が求め
られている（厚生労働省，2018）。このため，職
員は職員間で〈職員像の共有と連携〉を図り，
チームで協働しながら〈課題の共有と対処〉等
のを行っていた。
　最後は《支援の仕組みづくり》である。子ど
も 1 人 1 人に対して充実した支援が行き届くよ
に〈個別的な支援場面〉を築くほか，職員同士
で支援観を尊重し合いながら子どもを支援する

〈支援的な職員体制〉，子どもを支援する職員自
身を支える〈職員支援の仕組み〉等に努めてい
た。
　職員はこれらの【支援効果を高める組織運
営】を進める中で，【問題の理解と対応方法の検
討】と【資源の活用と心理支援】が得られる機
会を保障し，【子ども中心の関わり】を用いる頻
度が高まるように努めていた。

考察
　本研究では職員の受容的な関わりを促進する
プロセスを探索的に検討した。その結果，職員
の受容的な関わりは【子ども中心の関わり】の
カテゴリー・グループに含まれる概念の 1 つで
あり，また，【子ども中心の関わり】，【問題の理
解と対応方法の検討】，【資源の活用と心理支
援】，【支援効果を高める組織運営】の 4 つのカ
テゴリー・グループを経て受容的な関わりを促
進するプロセスが示された。職員が子どもへの
関わりを支援の中心に置きながら，子どもの肯
定的な変化を促すことに役立つ「子ども中心の
支援モデル」が示されたと考えられる。
　以下，本モデルの意義と課題を考察する。

１．受容的な関わりを促進するプロセス
　【子ども中心の関わり】は子どもへの直接的
な関わりに関する内容で構成され，具体的な関
わり方の種類と内容が明らかとなった。先行研
究によれば，子ども中心の関わりは子どもの安
心感・安全感を高め（阪無・石村，2019b），ト
ラウマ症状と問題行動を軽減し，職員との安定
した愛着関係や適応的な行動を促進することが
量的な調査によって明らかにされている（阪
無・石村，2019c）。一方，本研究では【子ども

中心の関わり】の内容を質的に明らかにしてい
る。その内容は阪無・石村（2019b，2019c）と
同様に，問題を示す子どもとの安心・安全の関
係性を育み，望ましい自己表現を支えながら肯
定的な変化へと導く関わりであることが示され
た。このことから，本研究で示さた【子ども中
心の関わり】は，子どものケアと成長を導くよ
り具体的かつ実践的な関わり方であり，また，
子どもの問題行動へと受容的に関わり，ケアに
繋げていくという一時保護ガイドラインに基づ
く内容と考えられる（厚生労働省，2018）。
　次に【子ども中心の関わり】は，【問題の理解
と対応方法の検討】，【資源の活用と心理支援】，

【支援効果を高める組織運営】を介して子ども
の肯定的な変化を導くプロセスが示された。こ
のことから，子どもの肯定的な変化を効果的に
導くためには，子どもに対する直接的な関わり
方を身に付けるだけでなく，子どもへの理解を
深めて自身の関わり方を再検討すること，資源
を活用しながら自身の心理ケアに努めること，
子ども中心に関わる職員を支える組織を築くこ
とも重要な要素であると考えられる。特に，野
坂（2019）は，虐待を受けた子どもはトラウマ
を抱えており，トラウマ症状が対応する職員や
組織全体に影響を及ぼし，結果として，職員の
不適切な関わりを引き出す恐れがあることを指
摘している。一時保護所における効果的な支援
を検討するにあたっては，子ども側・職員側・
組織側の各要因が相互に影響し合う状況にある
ことを前提に置き，先ずは組織全体の問題状況
をアセスメントすることが強く求められると考
えられる。
　なお，子どもの状態や生活状況をアセスメン
トし，子どもへの関わり方を検討することにお
いては心理職員の専門性が活かされる領域であ
る（内海，2013）。本研究で得られた概念リス
トや結果図は，子どもに対する支援の全体像を
把握し，プロセスに沿った支援を検討すること
に有用と考えられる。しかし，現在の心理療法
担当職員の平均配置状況は正規で 0 .18人，非正
規で 0 .61人と 1 人以下であり（三菱UFJリサ
ーチ&コンサルティング株式会社，2021），過
去には96％が臨床心理士の資格を持たず，79％
が 3 年未満の経験年数という報告がある（大
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島，2007）。鈴木・大澤（2016）は一時保護所
でケアを試みるうえで，心理職員の正規雇用を
進める重要性を指摘しているが，組織的な改善
と並行して，一時保護所における正規の心理職
の確保と育成は大きな課題といえる。

２．本研究の限界と課題
　本研究により，子どもの肯定的な変化を導く
支援の全体像が整理された。しかし，本研究の
調査協力者は 1 施設14名と少なく，結果の一般
化には課題が残る。例えば，年齢や経験年数に
応じて職員に求められる関わり方は異なり（日
本総合研究所，2022），施設の特徴は地域で
様々であることが指摘されている（厚生労働
省，2017）。これらのことから，本研究により
得られた結果は，調査協力施設の特徴や調査協
力者の年齢・経験年数・専門性等の影響を受け
ていることが示唆される。
　今後，結果を一般化していくためには，M－
GTAの理論的飽和が平均20名であると指摘さ
れるように（木下，2007），より多くの調査協
力施設と調査協力者を募ることが課題となる。
また，定量的な調査を行うことによって，本研
究によって概念的に示されたモデルを検証し，
施設や個人の特徴によってプロセスの進展に差
異が見られるかを検証することが望まれる。
　さらに，本研究では子どもの肯定的な変化を
導く職員に求められる専門性として，【子ども
中心の関わり】，【問題の理解と対応方法の検
討】，【資源の活用と心理支援】，【支援効果を高
める組織運営】が生成された。各職員がこれら
4 つのカテゴリー・グループに含まれる内容を
十分に理解し，実践できるようになることが，
子どものケアに有用と考えられる。しかし，（三
菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社，
2021）が指摘するように，現状としては職員の
9 割が専門性を高める機会がない状況に置かれ
ている。今後は職員の専門性に焦点を当てて，
本研究で得られた子ども中心の支援モデルに基
づく人材育成のプログラムを体系化し，プログ
ラムに基づく教育資料の作成と効果検証を進め
ていくことが期待される。
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【Abstract】
Since the publication of recent temporary custody guidelines, caring for children using an 

approach of accepting interactions by staff has become a basic principle of support in temporary 
custody facilities. However, a unified, practical support model has yet to be presented due to 
the special circumstances surrounding temporary custody facilities. Accordingly, we conducted 
an interview survey of temporary care facility staff and explored the process of encouraging 
accepting interactions using M-GTA. Analysis of interview data resulted in the generation 
of 34 concepts, 12 categories, and 4 category groups. An investigation of the relationships 
between each category and category group revealed that “accepting interactions by staff” 
is one concept included in the category group child-centered interactions. This investigation 
also demonstrated a process by which child-centered interactions, understanding problems 
and exploring solutions, use of resources and psychological support, and organizational 
management that boosts the effects of support encourage accepting interactions, and promote 
positive change in children. These results demonstrate a child-centered support model in 
which staff promote positive change in children while focusing on the child.

keywords�:  child guidance center， temporary custody facility， accepting interactions， 
child-centered support model， child-centered interactions


